
 

 

次期「豊川水系における水資源開発基本計画（案）」の骨子 

 

 

現行基本計画の策定（平成２年５月）以後における諸情勢の変化に対応するため、この

たび、「豊川水系における水資源開発基本計画」の改定を行う。この計画の骨子は次のとお

りである。 

 

１．水の用途別の需要の見通し及び供給の目標 

 (1) 目標年度 

 計画期間を概ね 10 年程度としているとともに、水資源開発基本計画と関連が深い

「新しい全国総合水資源計画（ウォータープラン 21）」の目標年次も考慮し、次期計

画の目標年度は平成27年度を目途とする。 

 (2) 用途別の需要の見通し 

   ○ 都市用水の需要の見通しは、関係県における需要想定の結果等により設定する。 

   ○ 農業用水の需要の見通しは、農水省における事業別の計画等により設定する。 

 (3) 供給の目標 

   (2)の需要の見通しに対し、近年の降雨状況による流況の変化等を考慮して、安定

的な水利用を可能とすることを供給の目標とする。 

 

２．供給の目標を達成するため必要な施設の建設に関する基本的な事項 

供給の目標を達成するため、継続事業である「設楽ダム建設事業」とともに、施設の

改築を行っている「豊川用水二期事業」の必要性を計画に位置付ける。 

 

３．その他水資源の総合的な開発及び利用の合理化に関する重要事項 

  検討すべき主な事項の例は次のとおり。 

   ○ 需要と供給の両面からの総合的な施策の推進 

   ○ 水源地域整備の推進 

   ○ 健全な水循環の重視、治水対策、河川環境の保全、土砂管理、既存水利や水産

資源の保護 

   ○ 地下水の適正利用 

   ○ 水利用の合理化に関する施策 

   ○ 渇水に対する適正な安全性の確保 

   ○ 水質や自然環境の保全、水環境に対する社会的要請の高まりへの対応 

   ○ 各種長期計画との整合性、経済社会情勢及び財政事情への配慮 
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